
 

適用事業所についての諸手続 

 

雇用保険の適用事業所が行わなければならない手続は「雇用保険法」と「労働保険の

保険料の徴収等に関する法律」の２つの法律に定められています。 

したがって、適用事業所についての提出書類は、雇用保険の（事業所及び被保険者に

関する）提出書類と、労働保険の（保険料に関する）提出書類の両方を提出しなければ

なりません。 

また、労働保険の手続については、事業所の事業内容（一元適用事業であるか二元適

用事業であるか）によって提出先と提出書類が異なりますのでご注意ください。 

なお、雇用保険に関する各種提出書類については、ハローワークにて配付している

ほか、ハローワークインターネットサービスからダウンロードできます。詳しくは、

下記でご確認ください。各種提出書類を印刷する場合は、Ａ４の白色用紙に等倍（倍

率 100％）で印刷してください。 

ハローワークインターネットサービス 帳票一覧 検索 

（ https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/assist/001000.do?screenId=001000&action=initDisp） 

 

１ 事業所を新たに設置したとき 

（1）労働保険関係 

・ 提出書類･････「労働保険保険関係成立届」 

・ 提出期日･････保険関係が成立した日の翌日から起算して 10日以内 

・ 提出先･･･････次の①または②のとおり 

① 一元適用事業の場合は、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出して

ください。 

② 二元適用事業の場合は、雇用保険は事業所の所在地を管轄するハローワーク、労

災保険は事業所の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出してください。 

 

・ 提出書類･･･････「労働保険概算保険料申告書（納付書）」 

・ 提出期日･･･････保険関係が成立した日の翌日から起算して 50日以内 

・ 提出先･････････次の①または②のとおり 

・ 持参するもの･･･添付書類については各提出先にご確認ください。 

① 一元適用事業の場合 

黒色と赤色で印刷された申告書（納付書）を、労働局、労働基準監督署又は金

融機関へ申告、納付してください。 

② 二元適用事業の場合 

雇用保険はふじ色と赤色で印刷された申告書（納付書）を労働局または金融

機関へ、労災保険は黒色と赤色で印刷された申告書（納付書）を労働局、労働基

準監督署または金融機関へ申告、納付してください。 

・ 持参するもの･･添付書類については各提出先にご確認ください。 

 

URL

https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/assist/001000.do?screenId=001000&action=initDisp


 

（2）雇用保険関係 

・ 提出書類･･･････「雇用保険適用事業所設置届」 

・ 提出期日･･･････適用事業に該当（労働者を雇用する事業を開始）した日の翌日

から起算して 10日以内 

・ 提出先･････････事業所の所在地を管轄するハローワーク 

・ 持参するもの･･･次の①～③（②は、原則として登記事項証明書） 

①  「労働保険保険関係成立届」事業主控 

②  登記事項証明書（法人事業所の場合、雇用保険適用事業所設置届に法人番号

が記載されている場合は省略可能）、事業許可証、工事契約書、不動産契約書等 

  なお、事業所の所在地が登記されたものと違っている場合は、公共料金の請求

書、賃貸借契約書等の所在地が明記されている書類が別途必要です。 

  また、必要に応じて、事業実在の確認のため書類の追加依頼や実地調査を行う

場合があります。 

③ 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿（タイムカード等） 

・ その他の手続･･･････雇用保険被保険者資格取得届（または雇用保険被保険者転 

勤届）を設置届と同時に提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法令により調製が義務づけられたもの、雇用管理や給与計算に必要なもの等があり

ます。詳細は労働基準監督署へお問い合わせください。 

 

● 労働者名簿（労働基準法第 107条）    ● 賃金台帳（労働基準法第 108条） 

○ 氏名・生年月日・住所         ○ 賃金総額と各種控除額 

○ 雇入れ年月日             ○ 基本給と諸手当の内訳 

○ 解雇又は退職の年月日及びその事由   ○ 賃金計算期間 

○ 従事する業務の種類    など    ○ 労働日数・時間数   など 

 

● 出勤簿又はタイムカード         ● 就業規則・給与規定（労働基準法

第２条、第 15条、第 89条） 

● 社会保険や労働（労災・雇用）保険の    ● 労働条件通知書（雇入通知書） 

各種手続の事業主控              （労働基準法第 15条）又は雇用契

約書 

【参考】 労務関係の帳簿等について 


